
 

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

事業費内訳

【平成28年度予算の内訳】
  報償費
　160千円（審査員謝礼　会長＠8,800円×１人×４回、委員＠7,800円×４人×４回）
  負担金、補助及び交付金
  22,050千円（新規認定は20件分）

①市民要望
②社会的要請

③課題

①②本厚木駅周辺中心市街地の商店街においては、空き店舗数は減少傾向にあるものの、依然として90件
程の空き店舗が存在しており、周辺の店にも悪影響を与えるだけでなく、放置しておけば、連鎖的に空き
状況が増加し、街全体の集客力が著しく低下する。街の良好な治安やイメージを維持していくためにも、
空き店舗の活用を支援していく必要がある。
③補助金交付店舗が地域に根ざした安定的な経営をしていくことが重要であり、課題である。

上記課題等への
対応や見直しの

方向性

　課題への対応として、にぎわい元気繁盛店相談支援事業において、補助金交付店舗に中小企業診断士を
派遣し、経営相談等を行っているが、更に強化し、地域に根ざした安定的な経営を支援していく。
　今後、商店会の意見、意向等を基に、特色ある商店会に発展させるため、多種多様な店舗を適正に配置
できるよう補助金交付要件などを研究していく。

直近３か年以内
の事業見直しの
有無とその内容

見直しの有無

Ｈ28（予算） 22,210 22,210 0 0 0

有

Ｈ28.4.1改正施行内容
①家賃補助額（月額）の上限額を10万/月から5万/月に減額。
②補助対象業種を従来の小売業・飲食業・サービス業に金融・保険・不動産・学術・研究・医療・福祉等
を加え、対象を拡大。
③更なる空き店舗解消に向け、２階部分以上の空き店舗については事務所も対象とする。

市債 その他

Ｈ26（決算） 14,583 13,647 936 0 0

0 0 0
事業の効果

　中心市街地の活性化に寄与すると認められる事業者を支援することにより、活気やにぎわいのあふれる
商店街の形成、商業の振興が図られる。また、飲食店やサービス業の事業主を呼び込むことで、体感治安
の向上にも一定の効果が図られる。

事業費及び
財源内訳
（千円）

年　度 総　額 一般財源

事業周知方法
・内容

・市ホームページへ掲載

Ｈ27
（決算見込み） 19,405 19,405

事業詳細

１  対象店舗要件：本厚木駅周辺の商業地域を中心とする100ヘクタール内にあり、３か月以上空き店舗と
なっているもの。
２　補助対象業種：業種は卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、
　　　　　　　　　専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、
　　　　　　　　　教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類されな
　　　　　　　　　いものに限る）であること。
３  主な条件
  (1) 土・日曜日も営業し、営業時間が夜間のみでなく、正午から午後２時までの時間帯を含めるこ
　　　と。
  (2) 店舗がある商店会に加盟し、商店会活動に参加できること。
４　補助の種類、対象経費
　(1) 家賃補助：家賃の２分の１以内（月額５万円を限度とし、12か月以内）。
　(2) 改装費補助：改装費の２分の１以内（50万円を限度）。
５　審査：関係書類の提出後、審査会において、事業内容、収支計画等を総合的に判断し、
　　　　　中心市街地活性化への貢献の観点から審査を行い、予算の範囲内で補助の決定を行う。

@ 8,054 人 ＝ 0

人件費内訳

平成26年度人件費内訳（単位：千円）

＝ 2,475

国県支出金

その他 人 ＝ 0その他 人 ＝ 0

臨時職員 @ 1,186 人 ＝ 0臨時職員 @ 1,190 人 ＝ 0

平成27年度人件費内訳（単位：千円）

行政職１ @ 8,421 0.30 人 ＝ 2,526行政職１ @ 8,251 0.30 人

＝ 0消防職 @ 8,540 人 ＝ 0

再任用 @ 3,514 人 ＝ 0再任用 @ 3,455 人 ＝ 0

消防職 @ 8,672 人

行政職２ @ 8,304 人 ＝ 0行政職２

平成28年度（予算）

実施方法 　審査会を経て、交付決定された店舗に対し、補助金を交付する。 事業費

千円

14,583 19,405 22,210

対象 　中心市街地100ヘクタール内における空き店舗に出店する事業者

コ
ス
ト

単位 平成26年度（決算） 平成27年度（決算見込み）

人件費 2,475 2,526

総計 17,058 21,931

事　業　の　コ　ス　ト

50.9 　空き店舗物件数については、減少傾向にある。
　【中心市街地の空き店舗件数】
　H25 129件、H26 133件、H27 100件

実績 50.3 50.9 49.8

達成率

目標
％

40.0 40.0 50.9

125.8% 127.3% 97.8%

単　位 平成25年度 平成26年度

指標名 厚木市市民満足度調査「中心市街地の魅力や利便性が向上している」と思う市民の割合
担当課名 商業にぎわい課

指標の
説明

　厚木市市民満足度調査で「中心市街地の魅力や利便性が向上している」という設問に対して「満足」、「やや満
足」と回答した人の割合担当係名 商業振興係 根拠法令・例

規・要綱等

厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業に関する要綱

平成27年度 平成28年度 指標備考

【事業番号７】厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金　事業概要シート

担当部名 産業振興部 事業名
（子事業名） 厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金

代
表
的
な
事
業
指
標

事業開始年度 平成19年度

関連する事業
（子事業名）

にぎわい元気繁盛店相談支援事業費

事業概要

目的
　商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、市内の中心市街地の空き店舗を借りて
出店する者に対し、補助金を交付する。

②審査

補助内容
■家賃補助
家賃の２分の１以内（月額５

万円を限度とし、12か月以内）
で店舗部分に限る。

■改装費補助
改装費の２分の１以内（50万

円を限度）で内装、外装、空調、
水周り設備等に掛かる費用
＊備品購入や機材購入費などは
除く。

市

空き店舗への

出店事業者

（小売業・飲食業・サービス業等）

③補助金

・中心市街地への集客

・にぎわいの創出

①申請

目
的

実績
平成25年度
申請：21店舗
交付：15店舗

平成26年度
申請：15店舗
交付： 9店舗

平成27年度
申請：23店舗
交付：15店舗








